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は
じ
め
に

古
代
播
磨
国
に
は
、
国
内
で
唯
一
の
「
大
路
」
で
あ
る
山
陽

道
と
、
七
道
以
外
の
支
路
で
あ
る
美
作
道
が
敷
設
さ
れ
て
お

り
、
山
陽
道
に
は
九
駅
、
美
作
道
に
は
二
駅
の
駅
家
が
設
置
さ

れ
た
（

  1
）。
駅
路
は
都
と
地
方
を
直
結
す
る
官
道
で
あ
り
、
律

令
国
家
の
表
象
で
あ
る
。
様
々
な
情
報
が
行
き
交
い
、
税
が
運

ば
れ
、
外
国
か
ら
の
使
者
が
通
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う

し
た
駅
制
は
文
献
等
の
文
字
資
料
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
だ
け

で
な
く
、
遺
跡
の
発
掘
調
査
や
歴
史
地
理
学
、
さ
ら
に
は
自
然

科
学
な
ど
の
多
角
的
な
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
、
具
体
像
が
明

ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
ま
さ
に
、
学
際
的
な
研
究
分
野
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

『
播
磨
国
風
土
記
』
と
駅
家
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
四
年
に

山
下
史
朗
氏
が
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
考
古
学
を
特
集
す
る
中

で
考
察
さ
れ
て
い
る
が
（

  2
）、
そ
れ
以
降
、
二
〇
年
以
上
が
経

過
し
た
。
そ
の
間
、
兵
庫
県
立
考
古
博
物
館
に
よ
る
「
兵
庫
県

内
に
お
け
る
古
代
官
道
に
関
す
る
調
査
研
究
」
（

  3
）の
実
施
や

展
覧
会
（

  4
）、
研
究
会
等
（

  5
）が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
民

間
レ
ベ
ル
の
活
動
と
し
て
は
、
県
・
市
・
町
教
育
委
員
会
の
文

化
財
担
当
職
員
が
主
体
と
な
っ
た
研
究
会
の
開
催
（

  6
）、
一
般

書
籍
の
出
版
（

  7
）、
ひ
ょ
う
ご
考
古
楽
倶
楽
部
に
よ
る
「
古
代

山
陽
道
を
歩
こ
う
」
の
実
施
（

  8
）な
ど
、
調
査
・
研
究
か
ら
公

開
・
活
用
ま
で
幅
広
く
多
様
な
活
動
の
展
開
を
見
せ
て
い
る
。

同
時
に
、
全
国
的
な
視
点
か
ら
の
駅
制
研
究
も
大
き
く
進
展
し

て
い
る
が
（

  9
）、
そ
の
中
で
も
播
磨
地
域
の
研
究
成
果
は
必
ず

と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
播
磨
地
域
は
駅

家
研
究
の
先
進
的
な
地
域
と
な
っ
て
い
る
（

  10
）。

そ
の
よ
う
な
中
、
平
成
一
八
年
（
二
〇
〇
六
）
に
は
、
「
山

陽
道
野
磨
駅
家
跡
」
（
上
郡
町
）
が
「
駅
家
中
枢
施
設
の
構
造

や
機
能
、
変
遷
が
明
確
に
な
る
な
ど
、
古
代
国
家
の
交
通
体
系
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と
地
方
支
配
体
制
を
具
体
的
に
示
す
も
の
と
し
て
き
わ
め
て
重

要
で
あ
る
」
（

  11
）と
評
価
さ
れ
、
駅
家
跡
と
し
て
は
全
国
で
唯

一
、
国
指
定
史
跡
と
な
っ
た
。
調
査
研
究
の
成
果
に
裏
付
け
ら

れ
た
貴
重
な
文
化
財
が
後
世
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
が
約
束
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
近
年
に
進
め
ら
れ
た
調
査
研
究
や
関

連
分
野
の
成
果
を
参
考
に
し
つ
つ
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
と
播

磨
国
の
駅
家
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
記
さ
れ
た
駅
家
と
里

『
播
磨
国
風
土
記
』
と
は
、
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
五
月

に
中
央
か
ら
の
詔
命
に
し
た
が
っ
て
提
出
さ
れ
た
解
文
の
一

つ
で
（

  12
）、「
国
郡
里
」
制
に
基
づ
く
地
名
表
記
か
ら
七
一
五
～

七
一
七
年
頃
ま
で
に
編
纂
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

『
播
磨
国
風
土
記
』
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
国
府
、
郡
家
、
寺

院
な
ど
公
的
な
施
設
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
記
述
さ
れ
な
い

点
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
駅
家
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な

い
。
先
に
記
し
た
よ
う
に
播
磨
国
に
は
一
一
の
駅
家
が
置
か
れ

て
い
た
が
、
逸
文
を
含
め
て
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
は
、
三
つ

の
駅
家
に
関
し
て
四
箇
所
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

ま
ず
、
そ
の
記
述
に
つ
い
て
、
唯
一
の
伝
本
で
あ
る
三
条
西

家
本
（

  13
）、
及
び
逸
文
に
つ
い
て
は
前
田
家
本
『
釈
日
本
紀
』

巻
八
（

  14
）か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
該
当
部
分
を
原
文
に
忠
実
に
引
用

す
る
。一

「
墓
有
賀
古
驛
西
」
（
賀
古
郡
）

二
「
驛
家
里
土
中
々
由
驛
家
為
名
」
（
賀
古
郡
駅
家
里
）

三
「
邑
智
驛
家
土
中
下
品
太
天
皇
巡
行
之
時
到
於
此
処
勅

云
吾
謂
狭
地
此
乃
大
内
之
乎
故
号
大
内
」
（
揖
保
郡

邑
智
駅
家
）

四
「
明
石
驛
家
駒
手
御
井
者
難
波
高
津
宮
天
皇
之
御
世
楠

生
於
吉
」
（
逸
文
）

次
に
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
駅

家
と
里
の
関
係
に
つ
い
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
大
官
大
寺
出
土

の
木
簡
を
参
考
と
し
て
挙
げ
て
お
く
（

  15
）。

五
「
讃
用
郡
驛
里
鉄
十
連
」
（
木
簡
番
号
三
六
三
二
）

本
木
簡
が
出
土
し
た
遺
跡
は
奈
良
県
明
日
香
村
に
所
在
し
、

文
武
朝
（
六
九
七
～
七
〇
七
）
頃
の
大
官
大
寺
跡
と
推
定
さ
れ
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て
い
る
。
発
掘
調
査
の
結
果
、
寺
院
は
未
完
の
ま
ま
焼
亡
し
た

こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、『
扶
桑
略
記
』
和
銅
四
年（
七
一
一
）

の
焼
亡
記
事
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（

  16
）。
木
簡
は
中

心
伽
藍
の
東
回
廊
か
ら
約
六
六
メ
ー
ト
ル
東
で
検
出
さ
れ
た
土

坑
Ｓ
Ｋ
二
四
五
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
播
磨
国
か
ら
の
貢
進
物

荷
札
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（

  17
）。
付
近
か
ら
は
鉄
滓
や
鞴
羽

口
、
手
斧
の
削
り
屑
が
出
土
し
て
お
り
、
大
官
大
寺
造
営
に
関

連
し
て
貢
進
さ
れ
た
鉄
素
材
が
、
付
近
の
工
房
で
鉄
製
品
に
加

工
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
『
延
喜
式
』
や
『
和

名
抄
』
に
記
載
さ
れ
た
駅
家
の
う
ち
、
播
磨
国
讃
容
郡
に
あ
る

駅
家
は
美
作
道
の
中
川
駅
家
が
唯
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

「
駅
里
」
が
示
す
「
駅
」
は
中
川
駅
家
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
木
簡
の
年
代
は
、
郡
里
制
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
上
記
焼

亡
記
事
に
対
応
す
る
こ
と
か
ら
、
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
～
和

銅
四
年
（
七
一
一
）
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（

  18
）。

こ
れ
ら
の
播
磨
国
駅
家
に
関
す
る
史
料
は
、
記
載
方
法
に
よ

り
以
下
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

（
一
）「
駅
家
里
」
等
、
普
通
名
詞
と
し
て
の
「
駅
家
」

「
駅
」
を
里
名
と
し
て
い
る
も
の
（
賀
古
郡
、
讃
容

郡
木
簡
例
）

（
二
）「
賀
古
駅
家
」
「
邑
智
駅
家
」
「
明
石
駅
家
」
の
よ

う
に
駅
家
の
固
有
名
詞
を
挙
げ
て
い
る
も
の
（
賀
古

郡
、
揖
保
郡
、
明
石
郡
例
）

上
記
（
一
）
の
う
ち
、
木
簡
に
記
さ
れ
た
讃
容
郡
「
駅
里
」

は
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
記
載
は
な
い
が
、
駅
家
と
同
名
で
あ

る
中
川
里
は
記
載
さ
れ
て
い
る
。
木
簡
の
時
期
か
ら
『
播
磨
国

風
土
記
』
編
纂
の
時
期
ま
で
の
十
数
年
間
で
里
名
の
変
更
が
行

わ
れ
て
お
ら
ず
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
は
全
て
の
里
が
記
載

さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
「
中
川
里
」
に
は
「
駅
里
」
と

い
う
別
の
呼
称
が
併
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

賀
古
郡
の
「
駅
家
里
」
は
、
「
賀
古
駅
家
」
と
い
う
駅
家
名

が
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

里
名
は
「
賀
古
里
」
で
は
な
く
、
「
駅
家
里
」
と
な
っ
て
い

る
。
後
の
『
延
喜
式
』
や
『
和
名
抄
』
に
は
、
賀
古
駅
家
と

同
名
の
「
賀
古
郷
」
が
記
さ
れ
て
い
る
が
（

  19
）（
第
一
表
）
、

『
播
磨
国
風
土
記
』
で
は
、
駅
家
名
と
里
名
は
同
名
と
は
な
っ

て
い
な
い
。

布
勢
駅
家
を
検
討
す
る
中
で
岸
本
道
昭
氏
は
、
『
和
名
抄
』

に
登
場
す
る
駅
名
「
布
勢
」
を
も
っ
た
「
布
勢
郷
」
は
、
『
播

磨
国
風
土
記
』
に
登
場
す
る
か
つ
て
の
「
桑
原
里
」
を
分
割

し
、
そ
こ
か
ら
「
桑
原
郷
」
と
「
布
勢
郷
」
に
分
立
す
る
形
で

生
ま
れ
た
と
し
、
「
里
か
ら
郷
へ
名
称
が
変
わ
る
時
か
そ
れ
以
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後
、
礎
石
瓦
葺
駅
家
へ
の
改
装
を
契
機
に
し
て
、
言
わ
ば
「
駅

家
郷
」
と
し
て
布
勢
郷
が
分
か
れ
て
成
立
し
た
と
も
推
測
さ
せ

る
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
（

  20
）。

同
様
の
こ
と
は
山
陽
道
の
他
の
駅
家
で
も
う
か
が
え
る
（
第

一
表
）
。
す
な
わ
ち
、
飾
磨
郡
草
上
駅
家
と
同
名
の
「
草
上

郷
」
は
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
あ
る
「
巨
智
里
」
の
「
草
上

村
」
で
あ
っ
た
の
が
、
『
延
喜
式
』
『
和
名
抄
』
で
は
「
巨
智

郷
」
と
「
草
上
郷
」
に
、
ま
た
、
駅
家
の
あ
る
里
と
対
応
す
る

郷
が
不
明
確
で
は
あ
る
が
、
印
南
郡
佐
突
駅
家
（

  21
）と
同
名
の

「
佐
突
郷
」
は
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
「
六
継
里
」
が
、
後

に
「
佐
突
郷
」
と
「
餘
部
郷
」
（

  22
）に
、
賀
古
郡
賀
古
駅
家
と

同
名
の
「
賀
古
郷
」
は
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
「
駅
家
里
」

「
鴨
波
里
」
が
、
後
の
「
賀
古
郷
」
「
住
吉
郷
」
「
餘
部
郷
」

に
再
編
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
再
編
の
背

景
と
し
て
は
、
駅
戸
に
は
、
お
よ
そ
駅
馬
数
と
同
じ
戸
数
が
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（

  23
）、
駅
馬
数
の
変
化
は
そ
の
ま

ま
駅
戸
の
戸
数
の
変
化
と
連
動
す
る
こ
と
と
な
り
、
里
や
郷
の

再
編
成
が
行
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
、
「
駅
家
里
」
「
駅
家
郷
」
と
い
う

表
記
は
、
「
駅
戸
集
団
が
里
・
郷
に
対
比
し
う
る
こ
と
か
ら

出
た
派
生
的
用
法
で
あ
り
、
駅
戸
集
団
を
実
体
と
す
る
も
の

と
考
え
て
支
障
な
い
」
（

  24
）と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
延

喜
式
』
や
『
和
名
抄
』
で
は
駅
家
名
と
同
じ
郷
が
存
在
す
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
お
い
て
は
、
山
陽
道

の
駅
家
に
限
る
と
、
駅
名
と
同
じ
名
称
の
里
が
存
在
し
て
い
な

い
。
そ
れ
は
、
駅
家
と
里
に
関
係
が
な
く
、
あ
え
て
同
じ
名
称

を
与
え
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
、
「
駅
家
里
」
は
「
賀

古
」
の
名
称
を
里
名
と
し
な
い
た
め
に
、
あ
え
て
付
け
ら
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
が
基
本
的

に
駅
家
に
関
す
る
記
載
を
し
て
い
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
讃
容

郡
例
に
つ
い
て
も
「
中
川
里
」
と
「
駅
里
」
の
両
方
の
呼
称
が

存
在
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
木
簡
の
内
容
か
ら
う
か
が
え
る
寺

院
へ
の
鉄
の
進
上
は
駅
戸
を
示
し
て
い
る
と
は
考
え
が
た
い
こ

と
か
ら
、
「
駅
家
里
」
「
駅
里
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
駅

戸
集
団
と
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
駅
戸
は
一
般
公
戸
と
は
区
別
さ
れ
、
里
に
準
じ

る
位
置
が
与
え
ら
れ
た
。
駅
長
は
国
司
が
統
括
し
（
職
員
令
大

国
条
）
、
駅
馬
の
設
置
、
監
督
は
国
司
が
行
い
（
厩
牧
令
置
駅

馬
条
・
駅
伝
馬
条
）
、
駅
戸
の
課
丁
で
あ
る
駅
子
は
駅
起
田
を

耕
作
し
（
『
令
集
解
』
田
令
駅
田
条
）
、
出
挙
に
よ
っ
て
駅
家

を
維
持
す
る
と
と
も
に
、
駅
長
は
課
役
、
駅
子
は
徭
役
が
免
除

さ
れ
（
賦
役
令
舎
人
史
生
条
）
、
戸
籍
に
つ
い
て
も
駅
戸
で
独
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郡　名 駅　家　名 里・郷名
その他播磨国

風土記
播磨国
風土記 延喜式 和名抄

（高山寺本）
播磨国
風土記

和名抄
（高山寺本）

和名抄
（元和古活字本）

明石

？ 葛江
明石 ？ 明石

？ 住吉
？ ― ― 大海 邑美 （仮）邑美駅家

？ 垂水 垂見
？ ― 神戸
？ ― 神戸

賀古

望理
鴨波 ―
― 住吉

長田
賀古 加古 駅家 賀古 ―

― 餘部

印南

大国
― ― ― ― 佐突 「佐突駅家」『続日本紀』

六継 ―
益気 益田 益気

含藝
― ― 餘部

飾磨

漢部 ―
菅生

麻跡 ―
英賀
伊和

賀野 ―
韓室 辛室

巨智 巨智
― 草上 草上 草上 草上村（風土記）

安相 ―
牧野 平野

大野 ―
少川 ―

英保
美濃 三野
因達 印達 迎達
安師 穴无 穴無
― ― 周智
― ― 餘部

揖保

香山
栗栖

― 越部（美作道） 越部
上岡

日下部 ―
林田

邑智 大市 （邑智駅家） 大市
廣山

枚方 ―
大家 大宅
大田 大田
石海 石見

浦上
荻原 ―

少宅

揖保
揖保
中臣

― 神戸
出水 ―

桑原 桑原
― 布勢 布勢

― 新田
― ― 餘部

讃容

讃容 佐用
（吉川） 江川

速湍 速瀬
廣岡

邑宝 大田
柏原

― 中川（美作道） 中川 木簡「駅里」
雲濃 宇野

第一表　播磨国風土記記載の里と駅家・郷　
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自
に
編
成
・
登
録
さ
れ
て
い
た
（

  25
）。
こ
の
よ
う
に
駅
家
は
、

国
司
―
駅
長
―
駅
戸
（
駅
子
）
と
い
う
統
括
関
係
に
あ
り
、
駅

起
稲
と
い
う
独
立
財
源
が
設
定
さ
れ
る
な
ど
、
固
定
的
な
駅

戸
集
団
か
ら
構
成
さ
れ
、
郡
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
て
い
た

（
  26
）、
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
駅
戸
集
団

に
対
し
て
「
里
」
を
付
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
に
は
違
和

感
が
あ
る
。

（
二
）
の
邑
智
駅
家
に
つ
い
て
は
、
他
の
里
と
同
じ
よ
う
に

土
地
の
等
級
や
地
名
起
源
説
話
が
記
さ
れ
、
一
定
の
領
域
に
つ

い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
（

  27
）。
駅
名
は
『
播
磨
国
風
土
記
』
と

『
延
喜
式
』
『
和
名
抄
』
共
に
同
じ
音
で
あ
る
「
邑
智
」
「
大

市
」
で
あ
る
が
、
郷
名
に
つ
い
て
は
『
延
喜
式
』
や
『
和
名

抄
』
で
は
駅
家
名
と
同
じ
郷
名
「
大
市
」
で
あ
る
の
に
対
し
、

『
播
磨
国
風
土
記
』
で
は
「
邑
智
里
」
で
は
な
く
、
「
邑
智
駅

家
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
他
の
事
例
で
あ
る
「
賀
古
駅
家
」
や

「
明
石
駅
家
」
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
駅
家
そ
の
も
の
を
記
す

と
い
う
よ
り
も
、
他
の
記
事
を
記
載
す
る
際
に
間
接
的
に
引
用

さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
邑
智
駅
家
の
内
容
に
つ
い
て
市
大
樹
氏
は
、
『
播
磨
国

風
土
記
』
の
本
文
を
「
邑
智
里
駅
家
」
と
し
、
「
駅
家
里
」
を

「
駅
戸
集
団
か
ら
な
る
」
も
の
と
し
た
う
え
で
、「
①
邑
智
里
は

駅
家
里
の
こ
と
で
あ
り
、
五
〇
戸
か
ら
な
る
里
で
あ
っ
た
。
②

邑
智
里
は
駅
家
里
の
こ
と
で
、
二
〇
戸
程
度
の
駅
戸
集
団
か
ら

な
っ
た
。
③
邑
智
里
は
駅
家
里
と
は
別
個
の
存
在
で
あ
る
が
、

邑
智
（
大
市
）
駅
の
所
在
を
示
す
た
め
に
「
邑
智
里
駅
家
」
と

注
記
し
た
。
」
の
三
つ
の
可
能
性
を
挙
げ
、
①
は
成
立
困
難
、

②
③
の
う
ち
、
③
の
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る
（

  28
）。

し
か
し
、
前
提
で
あ
る
「
邑
智
里
駅
家
」
を
原
文
通
り
「
邑

智
駅
家
」
と
し
、
「
駅
家
里
」
を
「
駅
戸
集
団
か
ら
な
る
」
も

の
で
は
な
く
、
五
〇
戸
か
ら
な
る
他
の
一
般
的
な
里
と
同
じ
で

あ
っ
た
と
す
る
と
、
①
邑
智
駅
家
は
二
〇
戸
程
度
か
ら
な
る
駅

戸
集
団
の
こ
と
、
②
「
邑
智
」
を
里
の
名
称
に
す
る
と
駅
名
と

重
な
る
た
め
、
仮
に
邑
智
駅
家
を
地
名
起
源
説
話
の
代
表
と
し

て
記
し
た
、
の
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
で

あ
る
の
か
決
し
が
た
い
。

結
局
、
（
一
）
の
両
事
例
は
、
駅
家
の
存
在
が
地
域
社
会
に

と
っ
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
た
め
に
、
他
の
里
と
同

様
の
五
〇
戸
か
ら
な
る
里
に
対
し
て
、
「
駅
家
が
置
か
れ
て
い

る
里
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
理
由
で
普
通
名
詞
の
「
駅
家
」
を

里
名
に
し
た
だ
け
の
も
の
と
考
え
た
い
。
ま
さ
に
文
字
通
り
の

「
由
驛
家
為
名
」
で
あ
る
。
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二　

播
磨
国
山
陽
道
駅
家
研
究

播
磨
の
駅
家
研
究
は
全
国
の
駅
家
研
究
の
中
で
最
も
進

ん
で
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
昭
和
五
七
年

（
一
九
八
二
）
、
全
国
で
初
め
て
の
駅
家
の
発
掘
調
査
が
、
た

つ
の
市
小
犬
丸
遺
跡
（
布
勢
駅
家
）
で
行
わ
れ
た
。
そ
れ
か
ら

三
〇
年
余
り
が
過
ぎ
、
さ
ら
に
多
く
の
調
査
研
究
の
蓄
積
が

あ
っ
た
。

野
磨
駅
家
の
発
掘
調
査
と
国
史
跡
指
定
後
も
、
兵
庫
県
立
考

古
博
物
館
に
よ
っ
て
（
仮
）
邑
美
駅
家
、
賀
古
駅
家
、
邑
智
駅

家
の
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
（

  29
）。

こ
れ
ら
の
発
掘
調
査
等
に
よ
る
成
果
を
受
け
、
山
陽
道
の
播

磨
国
駅
家
に
つ
い
て
以
下
に
ま
と
め
て
お
く
（

  30
）。

①
駅
館
院
間
の
距
離

駅
館
院
の
間
隔
は
、
規
定
で
は
三
〇
里
（
約
一
六
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
）
ご
と
に
設
置
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が

（
厩
牧
令
須
置
駅
条
）
、
播
磨
国
で
は
一
五
里
（
約
八
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
）
ご
と
を
基
準
に
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
。

②
駅
館
院
の
二
時
期

駅
館
院
に
は
大
き
く
二
時
期
あ
り
、
掘
立
柱
建
物
か
ら
な

る
時
期
（
前
期
駅
館
院
）
と
、
瓦
葺
き
の
礎
石
建
物
か
ら

な
る
時
期
（
後
期
駅
館
院
）
が
あ
る
。

③
道
、
駅
館
院
の
時
期

・
山
陽
道
は
七
世
紀
中
頃
～
七
世
紀
第
４
四
半
期
古
段
階
に

敷
設
さ
れ
た
（
上
郡
町
西
田
遺
跡
）
（

  31
）。

・
前
期
駅
家
は
七
世
紀
第
４
四
半
期
古
段
階
に
造
営
さ
れ
た

（
野
磨
駅
家
）
（

  32
）。

・
後
期
駅
家
の
造
営
年
代
は
、
古
大
内
式
軒
瓦
の
年
代
、
お

よ
び
造
営
当
初
の
遺
構
か
ら
出
土
す
る
土
器
類
の
年
代

が
示
し
て
い
る
。
古
大
内
式
軒
瓦
の
年
代
は
、
研
究
者
に

よ
っ
て
八
世
紀
中
頃
か
ら
八
世
紀
末
ま
で
の
幅
が
あ
り
、

定
ま
っ
て
い
な
い
（

  33
）。
一
方
、
土
器
が
示
す
後
期
駅
家

の
造
営
年
代
に
つ
い
て
は
、
八
世
紀
第
２
四
半
期
後
半
～

八
世
紀
後
半
で
あ
り
、
八
世
紀
中
頃
に
近
い
時
期
で
比
較

的
ま
と
ま
っ
て
い
る
（

  34
）。

④
前
期
駅
館
院
と
後
期
駅
館
院
の
位
置
関
係

・
近
く
に
移
動
す
る
例
（
野
磨
駅
家
）
と
、
同
じ
場
所
で
建

て
替
え
ら
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
例
（
布
勢
駅

家
、
（
仮
）
邑
美
駅
家
）
が
あ
る
。

⑤
山
陽
道
と
駅
館
院
の
位
置
関
係

・
駅
館
院
は
山
陽
道
と
接
す
る
位
置
に
造
営
さ
れ
、
離
れ
る

こ
と
は
な
い
。
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・
前
期
駅
館
院
は
山
陽
道
に
平
行
し
、
後
期
駅
館
院
は
ほ
ぼ

正
方
位
を
向
く
。

・
前
期
駅
館
院
は
、
山
陽
道
の
北
側
に
設
置
さ
れ
（
野
磨
駅

家
、
布
勢
駅
家
？
、
（
仮
）
邑
美
駅
家
？
）
、
後
期
駅

館
院
は
、
山
陽
道
の
北
側
に
設
置
さ
れ
る
場
合
（
布
勢
駅

家
、
（
仮
）
邑
美
駅
家
）
と
、
南
側
に
設
置
さ
れ
る
場
合

（
野
磨
駅
家
、
邑
智
駅
家
、
賀
古
駅
家
）
が
あ
る
。

⑥
駅
館
院
正
門

・
正
門
の
位
置
は
南
面
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
山
陽
道
に
面
し
た

側
に
設
置
さ
れ
る
。
特
に
、
後
期
駅
館
院
は
正
方
位
を
向

く
た
め
、
斜
行
す
る
山
陽
道
と
の
間
に
三
角
形
の
空
間
が

で
き
る
。
そ
の
た
め
、
山
陽
道
と
駅
館
院
を
つ
な
ぐ
進
入

路
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
の
際
も
山
陽
道
に
近
い
側
に
進

入
路
が
と
り
つ
き
正
門
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
正
門
は
南

側
に
設
置
さ
れ
る
例
（
布
勢
駅
家
）
だ
け
で
な
く
、
西
側

（
野
磨
駅
家
）
や
、
東
側
（
賀
古
駅
家
）
に
設
置
さ
れ
る

場
合
も
あ
る
。

・
正
門
の
構
造
は
、
野
磨
駅
家
の
駅
館
院
で
前
期
、
後
期
と

も
に
八
脚
門
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
期
駅
館
院

で
は
、
石
製
唐
居
敷
の
使
用
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
野
磨

駅
家
、
賀
古
駅
家
）
。

⑦
駅
館
院
の
立
地

・
前
期
駅
館
院
の
立
地
に
は
、
小
高
く
見
晴
ら
し
が
良
い
場

合
（
東
向
き
の
眺
望
／
（
仮
）
邑
美
駅
家
？
）
と
、
平

地
の
場
合
（
西
向
き
に
開
け
る
／
野
磨
駅
家
、
布
勢
駅

家
？
）
が
あ
る
。

・
後
期
駅
館
院
の
立
地
に
は
、
小
高
く
見
晴
ら
し
が
良
い
場

合
（
西
向
き
の
眺
望
／
野
磨
駅
家
、
賀
古
駅
家
）
（
東
向

き
の
眺
望
／
（
仮
）
邑
美
駅
家
）
と
、
平
地
の
場
合
（
西

向
き
に
開
け
る
／
布
勢
駅
家
、
高
田
駅
家
〔
辻
ヶ
内
遺
跡

（
  35
）〕
、
佐
突
駅
家
〔
別
所
遺
跡
？
〕
）
が
あ
る
。

・
野
磨
駅
家
で
は
、
前
期
駅
館
院
が
平
地
に
立
地
す
る
の
に

対
し
、
後
期
駅
館
院
は
見
晴
ら
し
の
良
い
場
所
へ
移
動
し

て
い
る
。
一
方
、
（
仮
）
邑
美
駅
家
で
は
、
検
出
さ
れ
て

い
る
掘
立
柱
建
物
が
前
期
駅
館
院
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当

初
か
ら
見
晴
ら
し
の
良
い
場
所
に
立
地
し
て
い
る
こ
と
と

な
り
、
前
期
か
ら
後
期
へ
の
駅
家
の
立
地
の
変
化
は
駅
家

に
よ
り
異
な
る
と
言
え
る
。

⑧
面
積

・
前
期
駅
館
院
の
規
模
は
野
磨
駅
家
で
唯
一
判
明
し
て
お

り
、
六
九
〇
平
米
程
度
（
二
三
×
三
〇
メ
ー
ト
ル
）
で
あ

る
。
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・
後
期
駅
館
院
の
面
積
は
六
四
〇
〇
平
米
程
度
で
あ
る
。
縦

横
の
長
さ
は
、
正
方
形
の
例
で
は
八
〇
メ
ー
ト
ル
四
方

（
布
勢
駅
家
、
賀
古
駅
家
、
（
仮
）
邑
美
駅
家
）
、
長
方

形
の
例
で
は
六
八
×
九
四
メ
ー
ト
ル
（
野
磨
駅
家
）
で
あ

り
、
長
さ
は
異
な
っ
て
も
面
積
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。

・
面
積
は
前
期
か
ら
後
期
に
大
き
く
拡
大
し
て
お
り
（
野
磨

駅
家
）
、
一
定
で
な
い
。

⑨
後
期
駅
館
院
の
内
容

・
築
地
塀
が
巡
り
、
白
壁
、
赤
塗
り
柱
の
礎
石
建
物
で
、
築

地
を
含
め
建
物
に
は
瓦
が
葺
か
れ
て
い
る
。
白
壁
は
ケ

イ
酸
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
を
主
体
と
し
た
い
わ
ゆ
る
「
白
土
」

（
カ
オ
リ
ナ
イ
ト
）
で
（
野
磨
駅
家
、
布
勢
駅
家
、
賀
古

駅
家
）
、
赤
色
顔
料
は
ベ
ン
ガ
ラ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
て
い
る
（
野
磨
駅
家
、
布
勢
駅
家
）
。

・
建
物
配
置
は
南
側
に
開
く
「
コ
」
字
形
で
、
正
殿
は
双
堂

で
あ
る
（
野
磨
駅
家
、
布
勢
駅
家
）
。

・
野
磨
駅
家
で
は
、
遺
構
の
配
置
状
況
と
探
査
結
果
か
ら
駅

楼
が
存
在
す
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（

  36
）が
、
発
掘

調
査
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
例
は
な
い
。
明
石
駅
家
で

は
、
文
献
に
「
駅
楼
」
の
存
在
が
記
さ
れ
て
い
る
（

  37
）
。

⑩
後
期
駅
館
院
で
使
用
さ
れ
た
瓦

・
「
播
磨
国
司
の
管
理
下
に
お
い
て
、
生
産
と
配
布
と
が
な

さ
れ
た
一
群
の
軒
瓦
」
と
さ
れ
る
播
磨
国
府
系
瓦
が
使
用

さ
れ
て
い
る
（

  38
）。

⑪
駅
家
の
全
体
像

・
後
期
駅
館
院
付
近
に
寺
院
が
建
立
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い

（
明
石
駅
家
―
太
寺
廃
寺
、
賀
古
駅
家
―
野
口
廃
寺
、
草

上
駅
家
―
辻
井
廃
寺
、
邑
智
駅
家
―
西
脇
廃
寺
、
布
勢
駅

家
―
小
犬
丸
中
谷
廃
寺
、
高
田
駅
家
―
神
明
寺
廃
寺
、
越

部
駅
家
―
越
部
廃
寺
？
、
中
川
駅
家
―
新
宿
廃
寺
？
）
。

・
駅
館
院
か
ら
約
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
に
井
戸

が
あ
り
、
祭
祀
遺
物
（
鳥
形
木
製
品
、
木
製
形
代
）
が
出

土
し
て
い
る
（
布
勢
駅
家
）（
  39
）。

⑫
駅
戸
集
落

・
可
能
性
と
し
て
加
古
川
市
坂
元
遺
跡
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
七
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
を
中
心
と
す
る
集
落
で
、

八
〇
棟
を
超
え
る
八
世
紀
代
の
掘
立
柱
建
物
が
調
査
さ
れ

た
。
距
離
的
に
後
期
の
賀
古
駅
家
に
近
く
、
（
ⅰ
）
七
世

紀
末
か
ら
八
世
紀
前
半
に
は
正
方
位
の
条
里
型
地
割
プ
ラ

ン
の
存
在
、
（
ⅱ
）
八
世
紀
後
半
に
は
山
陽
道
を
基
線
と

し
た
条
里
型
地
割
に
変
化
、
（
ⅲ
）
八
世
紀
後
半
の
建
物

群
は
一
町
方
格
内
に
収
ま
り
、
区
画
溝
に
よ
っ
て
八
〇
ｍ
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四
方
内
に
密
集
、
（
ⅳ
）
出
土
遺
物
に
官
衙
的
性
格
を
も

つ
も
の
（
円
面
硯
、
墨
書
土
器
、
木
製
祭
祀
具
、
国
府
系

瓦
な
ど
）
と
、
日
常
的
な
も
の
（
土
錘
、
イ
イ
ダ
コ
壺
な

ど
）
の
両
方
が
出
土
、
な
ど
の
理
由
か
ら
駅
戸
集
団
が
存

在
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（

  40
）。

　
　

な
お
、
山
陽
道
を
基
線
と
し
た
条
里
型
地
割
は
八
世
紀

後
半
か
ら
と
さ
れ
て
お
り
、
上
郡
町
西
田
遺
跡
で
の
見
解

（
七
世
紀
中
頃
～
七
世
紀
第
４
四
半
期
古
段
階
）
と
は
異

な
っ
て
い
る
。

以
上
が
、
近
年
の
成
果
を
踏
ま
え
た
播
磨
国
山
陽
道
駅
家
研

究
の
ま
と
め
で
あ
る
が
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
記
載
さ
れ
た

頃
の
駅
家
は
、
瓦
葺
き
の
行
わ
れ
て
い
な
い
前
期
駅
館
院
の
時

期
に
あ
た
り
、
野
磨
駅
家
以
外
は
そ
の
位
置
を
含
め
て
ほ
と
ん

ど
明
ら
か
で
は
な
い
。
先
の
駅
戸
集
団
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
坂
元
遺
跡
で
は
、
山
陽
道
と
は
異
な
る
方
向
の
地
割
り

で
、
建
物
は
散
在
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

『
播
磨
国
風
土
記
』
時
代
の
駅
家
は
、
駅
館
院
の
仕
様
、
規

模
だ
け
で
な
く
、
駅
家
を
支
え
る
駅
戸
集
団
の
様
相
か
ら
み
て

も
、
後
期
駅
館
院
の
時
期
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

三　

『
播
磨
国
風
土
記
』
に
み
る
交
通
と
駅
制

『
播
磨
国
風
土
記
』
の
特
徴
と
し
て
、
他
地
域
の
神
や
人
が

多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
に
は

往
来
を
示
す
記
事
も
あ
る
。
特
に
こ
こ
で
は
、
交
通
障
害
に
関

す
る
記
事
を
と
り
あ
げ
る
。

（
一
）
（
賀
古
郡
鴨
波
里
）
昔
、
神
前
村
の
荒
神
が
行
く
舟

の
半
分
を
留
め
た
た
め
、
迂
回
し
た
。

（
二
）
（
揖
保
郡
廣
山
里
意
此
川
）
応
神
天
皇
の
頃
、
出
雲

の
神
が
枚
方
里
の
神
尾
山
に
お
り
、
行
く
人
の
半
分

を
殺
し
た
た
め
、
伯
耆
、
因
幡
、
出
雲
の
三
人
が
朝

廷
に
報
告
し
た
。
朝
廷
か
ら
の
使
者
で
あ
る
額
田
部

連
久
等
々
が
や
っ
て
来
て
、
酒
屋
を
佐
々
山
に
作

り
、
祀
っ
た
。

（
三
）
（
揖
保
郡
枚
方
里
佐
比
岡
）
出
雲
の
大
神
が
神
尾
山

に
お
り
、
出
雲
の
人
が
通
過
す
る
際
、
十
人
中
五
人

を
留
め
、
五
人
中
三
人
を
留
め
た
。
そ
こ
で
、
出
雲

の
人
が
佐
比
岡
で
祀
っ
た
が
う
ま
く
い
か
ず
、
河
内

国
茨
田
郡
枚
方
里
の
漢
人
が
来
て
祀
る
と
鎮
ま
っ

た
。

（
四
）
（
神
前
郡
生
野
）
昔
、
荒
神
が
お
り
、
行
き
来
す
る
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人
の
半
分
を
殺
し
た
た
め
、
死
野
と
よ
ば
れ
た
。
そ

の
後
、
応
神
天
皇
が
生
野
と
改
め
た
。

以
上
の
四
例
の
う
ち
、
交
通
障
害
の
解
決
を
試
み
た
（
二
）

（
三
）
の
事
例
は
、
同
じ
神
尾
山
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
手
段
と
し
て
「
朝
庭
」
や
河
内
の
漢
人
が
関
与
し
て
い

る
。
こ
の
説
話
の
舞
台
で
あ
る
神
尾
山
や
佐
比
岡
に
つ
い
て
明

確
な
比
定
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
神
尾
山
を
、
た
つ
の
市
と
太

子
町
の
境
界
付
近
の
明
神
山
（
笹
山
と
も
呼
ば
れ
る
）
に
、
佐

比
岡
を
そ
の
南
側
に
あ
る
「
坊
主
山
」
に
比
定
さ
れ
る
説
が
あ

る
（

  41
）。

こ
の
説
話
に
つ
い
て
、
坂
江
渉
氏
は
中
世
の
筑
紫
大
道
と
な

る
よ
う
な
交
通
路
を
想
定
さ
れ
て
い
る
（

  42
）が
、
駅
路
以
外
と

す
る
必
要
は
な
く
、
古
代
山
陽
道
の
交
通
障
害
を
語
る
説
話
と

す
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
神
尾
山
に

比
定
さ
れ
た
明
神
山
の
山
塊
北
側
に
は
古
代
山
陽
道
が
通
過
し

て
お
り
、
峠
で
あ
る
槻
坂
は
交
通
障
害
の
神
が
出
現
す
る
の
に

ふ
さ
わ
し
い
。
特
に
（
二
）
で
は
、
そ
の
解
決
に
朝
廷
の
関
与

が
記
さ
れ
て
お
り
、
駅
路
が
王
権
直
接
の
管
理
で
あ
る
こ
と
に

通
じ
る
。
馬
場
基
氏
に
よ
る
と
「
在
地
社
会
か
ら
卓
越
し
、
都

と
の
空
間
的
連
続
性
を
視
覚
的
に
示
し
た
駅
路
、
独
自
の
経
営

と
設
備
を
用
意
し
た
駅
家
、
駅
鈴
と
い
う
霊
器
と
い
っ
た
装
置

に
よ
っ
て
、
他
の
通
行
者
と
の
間
や
、
通
過
点
で
の
様
々
な
儀

礼
の
省
略
を
可
能
に
し
て
い
る
。
駅
制
は
こ
う
し
た
儀
礼
の
省

略
や
、
在
地
社
会
と
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
閉
塞
性

も
有
し
て
い
た
各
在
地
社
会
を
超
越
す
る
こ
と
が
で
き
、
王
権

の
意
志
の
み
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
得
る
も
の
と
な
り
、
そ
の
速

度
も
確
保
さ
れ
た
」（
  43
）と
し
て
い
る
。
本
来
必
要
と
な
る
通
過

点
で
の
儀
礼
の
必
要
性
は
、
こ
う
し
た
在
地
の
交
通
障
害
を
起

こ
す
在
地
の
神
の
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
往
来
の
激
し
い
と
こ
ろ
に
は
疫
病
神
も
多
い
と
考
え

ら
れ
て
お
り
、
駅
路
や
駅
家
も
例
外
で
は
な
い
。
山
陰
道
粟
鹿

駅
家
に
関
係
す
る
と
さ
れ
る
柴
遺
跡
（
朝
来
市
）
か
ら
は
、
門

に
立
て
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
呪
符
木
簡
が
出
土
し
（

  44
）、
布
勢
駅

家
東
側
の
峠
手
前
か
ら
は
、
鳥
形
木
製
品
や
形
代
類
の
木
製
祭

祀
具
が
井
戸
付
近
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
駅
路
交

通
の
無
事
と
通
過
時
に
お
け
る
在
地
諸
儀
礼
の
省
略
の
た
め
、

交
通
障
害
と
な
る
荒
神
を
定
期
的
に
除
去
し
て
い
た
こ
と
を
示

す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
（
二
）
（
三
）
の
説
話
に
お

け
る
被
害
者
は
出
雲
を
代
表
す
る
播
磨
以
外
の
外
来
者
で
、
そ

の
解
決
も
朝
廷
や
畿
内
の
人
物
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
駅
路

が
在
地
社
会
を
超
越
し
て
い
る
姿
を
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
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（
一
）
に
つ
い
て
は
、
山
陽
道
が
加
古
川
氾
濫
原
を
通
る

箇
所
を
迂
回
す
る
山
陽
道
バ
イ
パ
ス
（

  45
）、
ま
た
は
伝
路
（

  46
）が

通
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
（
四
）
に
つ
い
て
は
、

播
磨
と
但
馬
を
結
ぶ
但
馬
道
（

  47
）と
名
付
け
ら
れ
た
道
路
が
通

る
。
特
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
加
都
遺
跡
（
朝
来
市
）（  48
）で
、

山
裾
を
結
ぶ
直
線
道
路
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
る
や
か
な
谷

地
形
は
盛
土
、
敷
石
を
行
っ
て
お
り
、
直
線
を
指
向
し
た
古
代

官
道
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
登
場
す
る
交
通
障
害

に
関
す
る
説
話
に
は
、
い
ず
れ
も
官
道
が
関
連
し
て
い
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
。

お
わ
り
に　

−

残
さ
れ
た
課
題

−

以
上
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
と
い
う
文
字
資
料
を
使
い
、
先

学
に
導
か
れ
な
が
ら
播
磨
の
駅
制
に
関
し
て
記
し
た
。
最
後
に

残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
。

ま
ず
、
駅
館
院
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
発
掘
調
査
例
の
増
加

に
よ
り
、
全
て
で
は
な
い
も
の
の
、
共
通
点
が
う
か
が
え
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
岸
本
道
昭
氏
が
い
う
よ
う
に
『
日
本

後
紀
』
大
同
元
年
五
月
丁
丑
条
の
「
前
制
」
と
「
定
様
」
の
実

態
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
（

  49
）。
今
後
も
さ
ら
に
資
料
を
増

加
さ
せ
、
よ
り
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
で
、
廃
止
と
な
っ
た
駅

家
と
拡
大
す
る
こ
と
と
な
っ
た
駅
家
な
ど
、
個
別
の
駅
家
ご
と

の
比
較
が
可
能
と
な
る
。
今
の
と
こ
ろ
、
駅
館
院
を
構
成
す
る

施
設
の
実
態
が
不
明
の
駅
家
が
ほ
と
ん
ど
で
、
か
つ
調
査
さ
れ

た
駅
家
で
も
文
献
と
の
整
合
は
全
て
と
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
特
に
、
『
播
磨
国
風
土
記
』
時
代
の
駅
家
に
つ
い
て
は
検

討
で
き
る
材
料
さ
え
ほ
と
ん
ど
な
い
。

ま
た
、
駅
家
全
体
を
復
元
で
き
る
調
査
例
も
ほ
と
ん
ど
な

い
。
駅
戸
集
落
や
近
接
寺
院
と
の
関
係
、
馬
屋
や
雑
舎
、
さ
ら

に
は
駅
長
の
家
や
墓
な
ど
は
全
く
不
明
と
い
っ
て
よ
い
。
年
代

に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に
絞
り
込
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
う

す
る
こ
と
で
、
初
め
て
文
献
資
料
と
整
合
で
き
る
よ
う
に
な

り
、
駅
制
と
い
っ
た
ソ
フ
ト
面
か
ら
の
検
討
も
可
能
と
な
る
。

そ
し
て
、
中
央
に
直
結
す
る
駅
路
、
駅
家
の
設
置
が
地
域
に
ど

の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、
文
・
物
の
両
方
か
ら
の
さ
ら

な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
瓦
葺
と
な
っ
た
後
期

駅
家
の
時
期
も
瓦
と
土
器
で
年
代
の
開
き
が
あ
り
、
文
献
に
み

え
る
記
事
と
の
照
合
も
恣
意
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
瓦
の

詳
細
な
研
究
が
待
た
れ
る
。

播
磨
で
の
研
究
成
果
を
今
後
も
全
国
に
発
信
し
続
け
て
い
く
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た
め
に
は
、
ま
だ
ま
だ
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
。

（
註
）

（
1
）
高
橋
美
久
二
「
播
磨
国
賀
古
駅
家
に
つ
い
て
」（
藤
岡
謙

二
郎
先
生
退
官
記
念
事
業
会『
歴
史
地
理
研
究
と
都
市
研
究
』

上
巻
〈
大
明
堂　

一
九
七
八
年
〉）。

　

駅
名
が
不
明
で
あ
る
明
石
駅
家
と
賀
古
駅
家
間
の
駅
家
に
つ

い
て
は
、「
邑
美
駅
」
と
仮
称
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

以
下
「（
仮
）
邑
美
駅
家
」
と
し
て
記
す
。

（
2
）
山
下
史
朗
「
古
代
山
陽
道
と
そ
の
駅
家
」（
櫃
本
誠
一
編

『
風
土
記
の
考
古
学
』
二
播
磨
国
風
土
記
の
巻
〈
同
成
社
、

一
九
九
四
年
〉）。

（
3
）
現
在
も
進
行
中
で
あ
る
が
、こ
れ
ま
で
、賀
古
駅
家
、（
仮
）

邑
美
駅
家
、
邑
智
駅
家
が
発
掘
調
査
さ
れ
、
前
の
二
遺
跡
に

つ
い
て
二
冊
の
調
査
研
究
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
邑

智
駅
家
に
つ
い
て
は
平
成
二
八
年
度
の
刊
行
予
定
。

①
兵
庫
県
教
育
委
員
会
『
兵
庫
県
古
代
官
道
関
連
遺
跡
調
査

報
告
書
』
Ⅰ
（
兵
庫
県
文
化
財
調
査
報
告
第
三
八
四
冊
、

二
〇
一
〇
年
）。

②
兵
庫
県
教
育
委
員
会
『
兵
庫
県
古
代
官
道
関
連
遺
跡
調
査

報
告
書
』
Ⅱ
（
兵
庫
県
文
化
財
調
査
報
告
第
四
五
五
冊
、

二
〇
一
三
年
）。

（
4
）
①
兵
庫
県
立
考
古
博
物
館
『
古
代
官
道　

山
陽
道
と
駅

家　
−

律
令
国
家
を
支
え
た
道
と
駅

−

』
兵
庫
県
立
考
古
博

物
館
図
録
（
二
〇
一
四
年
）。

　

②
兵
庫
県
立
考
古
博
物
館
『
古
代
山
陽
道
と
野
磨
駅
家　

展

示
解
説
図
録
』（
二
〇
一
四
年
）。

（
5
）
上
郡
町
教
育
委
員
会
『
山
陽
道
野
磨
駅
家
跡
国
史
跡
指

定
記
念
講
演
会
記
録
集
』（
二
〇
〇
九
年
）。

　

上
郡
町
教
育
委
員
会
『
史
跡　

山
陽
道
野
磨
駅
家
跡
の
謎
に

迫
る
！
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
集
』（
上
郡
町
合
併
六
〇
周
年

記
念
歴
史
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
二
〇
一
五
年
）。

（
6
）
①
第
一
五
回
播
磨
考
古
学
研
究
集
会
実
行
委
員
会
『
播

磨
国
の
駅
家
を
探
る
』
資
料
集
（
二
〇
一
四
年
）。

　

②
第
一
五
回
播
磨
考
古
学
研
究
集
会
実
行
委
員
会
『
播
磨
国

の
駅
家
を
探
る
』
記
録
集
（
二
〇
一
五
年
）。

（
7
）岸
本
道
昭『
山
陽
道
駅
家
跡
』日
本
の
遺
跡
一
一（
同
成
社
、

二
〇
〇
六
年
）。

（
8
）
ひ
ょ
う
ご
考
古
楽
倶
楽
部
は
兵
庫
県
立
考
古
博
物
館
を

中
心
に
活
動
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
で
、
そ
の
活
動

の
一
つ
に「
古
代
山
陽
道
を
歩
こ
う
」が
あ
る
。事
前
調
査（
机

上
、
下
見
）
と
踏
査
が
中
心
で
、
近
隣
の
歴
史
文
化
遺
産
の
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見
学
も
併
行
し
て
行
い
、
現
時
点
で
一
六
回
が
実
施
さ
れ
て

い
る
。

（
9
）
奈
良
文
化
財
研
究
所
『
駅
家
と
在
地
社
会
』（
二
〇
〇
四

年
）
や
、
古
代
交
通
研
究
会
な
ど
の
組
織
的
な
取
り
組
み
の

ほ
か
、
個
人
の
著
作
も
多
い
。

（
10
）
播
磨
国
の
駅
家
研
究
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
〇
年
代
か

ら
今
里
幾
次
、
高
橋
美
久
二
の
両
氏
を
中
心
に
行
わ
れ
、
研

究
の
枠
組
み
が
出
来
上
が
っ
た
。
そ
の
後
の
研
究
は
追
認
と

延
長
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
詳
細
は
前
掲
注
（
４
）
①
の

種
定
淳
介
「
今
里
幾
次
先
生
の
足
跡
―
古
代
山
陽
道
駅
家
研

究
の
先
達
―
」
詳
し
い
。

（
11
）
以
下
の
Ｈ
Ｐ
を
参
照
し
た
。

　

文
化
庁
「
国
指
定
文
化
財
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

　
（http://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/explanation.

asp

）

（
12
）『
続
日
本
紀
』
の
和
銅
六
年
五
月
甲
子
条
。

（
13
）
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
編
集
委
員
会
編
『
天

理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部
』
第
一
巻
（
天
理
大
学
出
版

部
、
一
九
七
二
年
）。

（
14
）
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
編
『
釈
日
本
紀
』
一
・
二
（
尊

経
閣
善
本
印
影
集
成
二
七
・
二
八
、二
〇
〇
三
年
）。

（
15
）
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
藤
原
宮
出
土
木
簡
（
二
）』

飛
鳥
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
三
）（
一
九
七
七

年
）。

（
16
）
山
本
祟
「
奈
良
・
大
官
大
寺
跡
」（『
木
簡
研
究
』
三
一

〈
木
簡
学
会
、
二
〇
〇
九
年
〉）。

（
17
）
奈
良
文
化
財
研
究
所
「
大
官
大
寺
第
三
次
の
調
査
」（『
飛

鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
概
報
』
七
、一
九
七
七
年
）。

（
18
）
前
掲
注
（
６
）
②
市
大
樹
「
日
本
古
代
駅
伝
制
度
の
特

質
と
展
開
―
日
唐
比
較
と
山
陽
道
―
」。

（
19
）『
和
名
類
聚
抄
』「
高
山
寺
本
」
に
よ
る
。
な
お
、「
元
和

古
活
字
本
」
で
は
、『
播
磨
国
風
土
記
』
に
記
載
さ
れ
た
「
駅

家
里
」「
鴨
波
里
」
が
な
く
、
新
た
に
「
住
吉
」「
餘
部
」
が

記
さ
れ
て
お
り
、「
賀
古
」
は
見
ら
れ
な
い
。

（
20
）
岸
本
道
昭
「
駅
家
と
そ
の
周
辺
―
播
磨
国
古
代
山
陽
道

の
駅
家
と
地
域
社
会
―
」（『
駅
家
と
在
地
社
会
』〈
奈
良
文

化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
四
年
〉）。

（
21
）『
続
日
本
後
紀
』
承
和
六
年
（
八
三
九
）
二
月
条
に
「
播

磨
国
印
南
郡
佐
突
駅
家
依
旧
建
立
」
と
あ
る
。

（
22
）
時
代
は
下
が
る
が
、暦
応
三
年
（
一
三
四
〇
）
正
月
の
「
安

保
光
泰
置
文
」
に
「
一
、播
磨
国
佐
土
余
部
内
西
志
方
郷
事
」

「
一
、同
国
佐
土
余
部
内
東
志
方
事
」（『
信
濃
史
料
』
第
五
巻
）
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の
記
述
が
あ
り
、
佐
土
と
余
部
の
両
郷
を
複
合
し
た
こ
と
を

し
め
す
と
解
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
余
部
と
佐
突
は

近
接
し
て
い
た
と
想
定
し
て
い
る
。

　

長
山
泰
孝「
律
令
国
家
の
支
配
体
制
と
農
民
の
く
ら
し
」（『
加

古
川
市
史
』第
一
巻　

本
編
一〈
加
古
川
市
、一
九
八
九
年
〉）。

（
23
）大
山
誠「
古
代
駅
制
の
構
造
と
そ
の
変
遷
」（『
史
学
雑
誌
』

八
五

−

四
一
、一
九
七
六
年
）。

（
24
）
永
田
英
明
「
駅
家
と
駅
戸
」（『
駅
家
と
在
地
社
会
』〈
奈

良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
四
年
〉）。

（
25
）
永
田
英
明
『
古
代
駅
伝
馬
制
度
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
四
年
）。

（
26
）
市
大
樹
『
す
べ
て
の
道
は
平
城
京
へ
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
一
年
）。

（
27
）「
驛
家
」
が
注
で
あ
っ
た
と
し
、
本
来
は
「
邑
智
里
」
で

あ
っ
た
と
す
る
考
え
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
原
文
の
ま
ま
に
理

解
す
る
。

　

秋
本
吉
郎
『
風
土
記
』
日
本
古
典
文
學
体
系
（
岩
波
書
店
、

一
九
五
八
年
）
な
ど
。

（
28
）
前
掲
注
（
18
）。

（
29
）
前
掲
注
（
３
）。

（
30
）
近
年
の
播
磨
国
山
陽
道
駅
家
の
発
掘
調
査
成
果
を
ま
と

め
た
も
の
は
前
掲
注
（
６
）
が
あ
る
。

（
31
）
山
陽
道
を
基
準
に
し
た
条
理
地
割
の
実
施
時
期
と
し
て

推
定
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
注
（
６
）
②
島
田
拓
「
野
磨
駅
家

雑
考　

―
成
立
年
代
と
播
磨
国
府
系
瓦
に
つ
い
て
の
予
察
」

（
32
）
前
掲
注
（
31
）。

（
33
）
八
世
紀
末
の
説
は
今
里
幾
次
氏
が
、
八
世
紀
中
頃
の
説

は
春
成
秀
爾
氏
が
と
な
え
て
い
る
。

　

今
里
幾
次　
「
龍
野
市
小
犬
丸
遺
跡
の
古
瓦
」（『
布
勢
駅
家
』

Ⅰ　

龍
野
市
文
化
財
調
査
報
告
八
〈
龍
野
市
教
育
委
員
会
、

一
九
九
二
年
〉）。

　

春
成
秀
爾「
明
石
の
古
瓦
集
成
」（『
明
石
の
古
代
』発
掘
さ
れ

た
明
石
の
歴
史
展
実
行
委
員
会〈
明
石
市
、
二
〇
一
三
年
〉）。

（
34
）
前
掲
注
（
６
）
②
岸
本
道
昭
「
播
磨
国
瓦
葺
駅
家
の
造

駅
―
前
制
と
定
様
お
よ
び
時
期
に
つ
い
て
の
考
察

−

」

　

同
拙
稿
「
東
播
磨
の
駅
家
」。

（
35
）
こ
れ
ま
で
、
高
田
駅
家
の
比
定
地
は
、
播
磨
国
府
系
瓦

の
出
土
を
根
拠
に
神
明
寺
遺
跡
と
さ
れ
て
き
が
、
島
田
拓
氏

は
、
神
明
寺
遺
跡
に
は
塔
心
礎
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
寺
院

跡
で
あ
る
と
し
、
そ
の
東
方
に
あ
る
辻
ヶ
内
遺
跡
を
比
定
地

と
し
て
い
る
。
辻
ヶ
内
遺
跡
周
辺
に
は
八
〇
メ
ー
ト
ル
四
方

に
わ
た
っ
て
瓦
が
散
布
し
、
字
名
に
「
大
道
ノ
下
」「
前
田
」
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が
残
っ
て
い
る
。
前
掲
注
（
６
）
①
島
田
拓
「
野
磨
駅
家
と

高
田
駅
家
」。

　
　

な
お
、
神
明
寺
遺
跡
は
塔
心
礎
の
存
在
だ
け
で
な
く
、
直

線
に
復
元
し
た
山
陽
道
と
離
れ
る
た
め
、
位
置
関
係
か
ら
も

駅
家
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
36
）
前
掲
注
（
30
）
①
島
田
拓
「
野
磨
駅
家
と
高
田
駅
家
」。

（
37
）『
菅
家
文
草
』
巻
三　

仁
和
四
年
「
題
駅
楼
壁
」。

（
38
）
今
里
幾
次
『
加
古
川
市
出
土
の
古
瓦
』
文
化
財
教
室
№

六
（
一
九
七
〇
年
）。

　

後
に
上
原
田
式
、
毘
沙
門
式
が
追
加
さ
れ
、
八
型
式
と
な
っ

て
い
る
。

　

今
里
幾
次
「
播
磨
国
の
瓦
葺
駅
家
」（『
古
代
を
考
え
る
』

一
七
、一
九
七
八
年
）。

（
39
）兵
庫
県
教
育
委
員
会『
小
犬
丸
遺
跡
』Ⅱ（
一
九
八
九
年
）。

（
40
）
西
口
圭
介
「
条
里
型
地
割
の
復
元
と
集
落
の
考
察
」（『
坂

元
遺
跡
Ⅱ
』〈
兵
庫
県
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
九
年
〉）。

（
41
）
飯
泉
健
司
「
播
磨
国
風
土
記
・
佐
比
岡
伝
承
考　

―
風

土
記
説
話
成
立
の
一
過
程
―
」（『
古
代
文
学
』
三
三
、　

一
九
九
四
年
）。

（
42
）
坂
江
渉
「『
播
磨
国
風
土
記
』
か
ら
み
た
地
域
間
交
通
と

道　

―
出
雲
と
の
関
連
で
―
」（『
条
里
制
・
古
代
都
市
研
究
』

二
七
、二
〇
一
二
年
）。

（
43
）馬
場
基「
駅
伝
制
と
地
方
支
配
」『
駅
家
と
在
地
社
会
』（
奈

良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
44
）
平
川
南
『
律
令
国
郡
里
制
の
実
像
』
下
（
吉
川
弘
文
館
、

　

二
〇
一
四
年
）。

（
45
）
吉
本
昌
弘
「
播
磨
邑
美
・
佐
突
駅
家
間
の
山
陽
道
古
代

バ
イ
パ
ス
」（『
播
磨
考
古
学
論
叢
』
今
里
幾
次
先
生
古
稀
記

念
論
文
集
刊
行
会
、
一
九
九
〇
年
）。

（
46
）
前
掲
注
（
３
）
②
木
本
雅
康
「
明
石
・
加
古
・
印
南
郡

の
古
代
伝
路
」。

（
47
）
高
橋
美
久
二
「
古
代
の
美
作
道
」（『
美
作
道
』
歴
史
の

道
調
査
報
告
第
三
集
〈
兵
庫
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
四

年
〉）。

（
48
）
兵
庫
県
教
育
委
員
会
『
加
都
遺
跡
』
Ⅰ
（
兵
庫
県
文
化

財
調
査
報
告
第
二
八
五
冊
、
二
〇
〇
五
年
）。

　

兵
庫
県
教
育
委
員
会
『
加
都
遺
跡
』
Ⅱ
（
兵
庫
県
文
化
財
調

査
報
告
第
三
二
四
冊
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
49
）
岸
本
道
昭
「
山
陽
道
瓦
葺
駅
家
の
定
様
」（
兵
庫
県
県
政

資
料
館
『
兵
庫
の
し
お
り
』
一
〇
、二
〇
〇
八
年
）。


